
情　報
ひろば

　

内
容
が
変
更
に
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

お
知
ら
せ

９
月
定
例
市
議
会
を

傍
聴
し
ま
せ
ん
か
？

　

市
議
会
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん

に
議
会
活
動
や
市
政
の
方
向
性
を

お
伝
え
す
る
た
め
、
本
会
議
の
様

子
を
Ｙユ

ー

チ

ュ

ー

ブ

ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
で
配
信
し

て
い
ま
す
。
ご
家
庭
の
パ
ソ
コ
ン

や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、
タ
ブ
レ
ッ

ト
端
末
、
各
コ
ミ
セ
ン
で
ご
覧
く

だ
さ
い
。
利
用
状
況
に
よ
っ
て
は

▲�議会情報

コ
ミ
セ
ン
で
視
聴
で
き
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

議
会
日
程
（
予
定
）

◎
９
月
２
日
㈪　

開
会
・
提
案
理

由
説
明

◎
９
月
10
日
㈫
～
12
日
㈭　

一
般

質
問

◎
９
月
25
日
㈬　

委
員
長
報
告
・

採
決
・
閉
会

※
日
程
な
ど
は
変
更
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

時
間　

原
則
午
前
10
時
～

場
所　

市
役
所
４
階
議
場

傍
聴
方
法　

傍
聴
席
入
口
に
あ
る

用
紙
に
、
住
所
・
氏
名
（
団
体
の

場
合
は
団
体
名
・
人
数
）
を
記
入

し
、
備
え
付
け
の
箱
に
投と
う
か
ん函

し
て

入
室
し
て
く
だ
さ
い
。

※
傍
聴
時
に
事
前
の
許
可
が
必
要

な
場
合
が
あ
り
ま
す
。
事
前
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
市
役
所
１
階
市
民
コ
ー
ナ
ー

（
正
面
玄
関
入
っ
て
右
）
で
も
議

会
中
継
を
視
聴
で
き
ま
す
。

問
合
せ　
［
傍
聴
に
つ
い
て
］
市

議
会
事
務
局
、［
コ
ミ
セ
ン
で
の

視
聴
に
つ
い
て
］
市
社
会
教
育
課

ご
存
じ
で
す
か
？

障
害
者
手
当
制
度

　

常
時
介
護
が
必
要
な
最
重
度
の

在
宅
障
が
い
者
に
対
し
て
、
次
の

制
度
が
あ
り
ま
す
。

【
20
歳
以
上
】

特
別
障
害
者
手
当

＝
月
額
２
万
８
８
４
０
円

※
身
体
障
害
者
福
祉
法
な
ど
に
定

め
る
施
設
に
入
所
し
て
い
る
人
、

病
院
ま
た
は
診
療
所
に
３
カ
月
を

超
え
て
入
院
し
て
い
る
人
に
は
支

給
さ
れ
ま
せ
ん
。

【
20
歳
未
満
】

障
害
児
福
祉
手
当

＝
月
額
１
万
５
６
９
０
円

※
障
が
い
を
理
由
に
年
金
を
受
給

す
る
人
、
児
童
福
祉
法
な
ど
に
定

め
る
施
設
に
入
所
し
て
い
る
人
に

は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

最
重
度
の
人
と
は
…
…
重
度
の
肢

体
不
自
由
や
、
精
神
障
が
い
の
た

め
絶
対
安
静
が
永
続
し
た
り
、
日

常
生
活
が
ほ
と
ん
ど
で
き
な
か
っ

た
り
と
日
常
生
活
が
著
し
く
制
限

さ
れ
る
人
な
ど
で
す
。

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ　

市
福
祉
課
障
が
い
者
支

援
係

障
が
い
が
あ
る
児
童
に
特
別

児
童
扶
養
手
当
を
支
給
し
ま
す

児
童
扶
養
手
当

９
月
支
払
い
分
を
振
り
込
み
ま
す

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
は
、
次
の

要
件
に
当
て
は
ま
る
児
童
を
養
育

し
て
い
る
父
か
母
、
ま
た
は
父
母

に
代
わ
っ
て
児
童
を
養
育
し
て
い

る
人
に
支
給
し
ま
す
。

【
支
給
対
象
児
童
】

　

20
歳
未
満
で
精
神
ま
た
は
身
体

に
中
度
以
上
の
障
が
い
が
あ
る
児

童
。
た
だ
し
、
障
が
い
を
理
由
に

年
金
を
受
給
す
る
児
童
や
、
児
童

福
祉
施
設
な
ど
に
入
所
し
て
い
る

児
童
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

【
手
当
額
】

１
級
＝
月
額
５
万
５
３
５
０
円

２
級
＝
月
額
３
万
６
８
６
０
円

　

９
月
支
払
い
分
（
７
・
８
月
分
）

の
児
童
扶
養
手
当
（
父
ま
た
は
母

と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児

童
が
育
成
さ
れ
る
家
庭
の
生
活
と

自
立
を
助
け
る
手
当
）
は
、
９
月

11
日
㈬
に
指
定
の
金
融
機
関
の
口

座
に
振
り
込
み
ま
す
。
現
況
届
を

提
出
し
て
い
な
い
人
な
ど
は
支
払

い
が
で
き
ま
せ
ん
。
至
急
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

市
こ
ど
も
未
来
課
こ
ど

も
福
祉
係

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ　

市
福
祉
課
障
が
い
者
支

援
係

①新規申請が必要な人
・�所得限度額を超えるため、現在児童手当（特例給付）
を受給していない人
・�中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代
の児童だけを養育している人
②増額申請が必要な人
・�児童手当（特例給付）を受給している人で、高校
生年代の児童について、過去に人吉市で児童手当
を受給したことがない人

③�「監護相当・生計費の負担についての確認書」が
必要な人

・�高校生以下の児童のほかに、大学生年代（平成
14年４月２日～平成 18年４月１日生まれ）の生
計費などを負担している人で、その児童を含め３
人以上養育している人

問合せ　市こども未来課こども福祉係（☎２２－２１１１　内線１２５５）

▲

�市ホーム
ページ

制度改正の内容

拡充前（９月分まで） 拡充後（10月以降）

中学校修了までの児童
（15歳になった最初の年度末まで） 支給対象 高校生年代までの児童

（18歳になった最初の年度末まで）

あり 所得制限 なし

１万５千円（３歳～小学校終了まで） 第３子以降
手当（月額） ３万円

18歳になった年度末まで（※高校生年代は加算カ
ウントの対象で、支給対象ではありません。）

第３子加算
カウント

22 歳になった年度末まで（※ 18歳年度末以降は、
加算カウントの対象であり、支給対象ではありません。）

３回（２・６・10月） 支払月 ６回（偶数月）

　市こども未来課こども福祉係（市役所１階７番窓
口）にある書類に必要事項を記入し提出してくださ
い。書類は市ホームページからダウンロードするこ
ともできます。　対象者に書類を送付しています。対象者で書類が

届いていない人はお問い合わせください。
提出期限　10月 31日（木）

※�詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。

大工団地・九日団地（災害公営住宅）の
入居者を一般募集します

問合せ　市住宅政策課市営住宅係（☎２２－２１１１　内線２２３２）

　空き住戸への入居者を追加で募集します。応募が
多かった場合は、抽選で決定します。
　入居可能時期は、令和７年３月ごろです。

申込期限　９月 30日（月）（必着）
申込方法　市住宅政策課市営住宅係（市役所２階２
－１番窓口）にある申込書に記入し、必要な書類を
添えて提出してください。添付書類は「住宅に困っ
ている理由」で変わります。詳しくはお問い合わせ
ください。

敷金　家賃の３カ月分（入居契約時）
連帯保証人（全てを満たす人１人）
・人吉球磨在住
・�64 歳以下
・�所得額 100 万円以上
・公営住宅入居者以外

入居資格（全てを満たす必要があります）
１　同居の親族がいる人
　※ �60 歳以上の人や身体障がい者（１～４級）、

精神障がい者（１～３級）、知的障がい者（A1
～ B2）の人などは単身入居できます。

２　�市・県民税、固定資産税・国保税・軽自動車税
などを滞納していない人

３　�収入が一定基準額以下の人（政令月収 15
万８千円以下など）

４　�住宅に困っている人 (土地家屋を持っていない
人 )

５　暴力団員でない人

団地名 間取り 入居人数 募集戸数

大工団地
１LDK １人以上 １戸

２LDK ２人以上 ３戸

九日団地 １LDK １人以上 ５戸

大工団地・九日団地（災害公営住宅）の空き状況

復
旧
復
興
状
況

【お詫びと訂正】　広報ひとよし８月号（1180号）17㌻「本市の水道水は安全性を確認しています」
の内容に誤りがありました。訂正しお詫び申し上げます。
検査結果　茂ヶ野水源地：１ng/L未満、古仏頂水源地：１ng/L未満、井ノ口水源地：１ng/L未満
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